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事業所又は施設名 特別養護老人ホーム 長船荘 

申請するサービス種類 介護老人福祉施設，短期入所生活介護，介護予防短期入所生活介護 

 

措 置 の 概 要 

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先），担当者の設置 

 

   常設窓口     特別養護老人ホーム長船荘 

岡山県瀬戸内市長船町服部１１４１番地 

            電話 （０８６９）２６－５０６８ 

            FAX （０８６９）２６－５０８９ 

            担当者 岡田 修 生活相談員、岡﨑 幸代 生活相談員 

 

行政機関窓口   岡山県国民健康保険団体連合会 

岡山市北区桑田町１７番５号 

            電話 （０８６）２２３－８８１１ 

            FAX （０８６）２２３－９１０９ 

 

瀬戸内市いきいき長寿課介護保険係 

瀬戸内市長船町土師２９１番地 

電話 （０８６９）２６－５９２６ 

FAX （０８６９）２６－８８４０ 

 

備前市介護福祉課介護保険係 

備前市東片上１２６番地 

電話 （０８６９）６４－１８２８ 

FAX （０８６９）６３－４２０６ 

 

岡山市保健福祉局介護保険課 

岡山市北区鹿田町１丁目１番１号 

電話 （０８６）８０３－１２４０ 

FAX （０８６）２３５－３７１１ 

 

 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

 

 （１）苦情処理台帳に記載する。 

 （２）苦情についての事実確認を行う。 

 （３）苦情処理方法を記載し、管理者の裁決を受ける。 

 （４）苦情処理についての関係者との連携を行う。 

 （５）苦情処理の改善について利用者に確認を行う。 

 （６）苦情処理は原則として苦情のあった日及びその翌日に行う。 

 （７）苦情処理についての成果等を苦情処理台帳に記載する。 

 

３ その他参考事項 

 

問題の内容により解決が進展しないときには、中立的な第三者機関（岡山県社会福祉協議会運営適

正化委員会等）に解決の斡旋を依頼して、より適切に処理する。 

 


